
福
井
県
告
示
第
３
６
２
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
５
年
８
月
２
８
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
６
３
号

　
生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
５
４
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
機
関
か
ら

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

　

（※

は
県
例
規
集
登
載
事
項
）

告
　
示

　

○
有
害
な
興
行
の
指
定
（
三
六
二
・
県
民
安
全
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

　

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
三
六
三
・
地
域
福
祉
課
）…

…
…
…
…
…

一

　

○
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定

　
　

お
よ
び
指
定
の
解
除
（
三
六
四
・
農
地
保
全
整
備
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

公
　
告

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　
　

定
（
原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（

　
　

同
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　

○
令
和
五
年
度
後
期
技
能
検
定
（
特
級
、
一
級
、
二
級
、
三
級
お
よ
び
単
一
等
級
）
の
実
施
（
労

　
　

働
政
策
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

　

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
（
商
業
・
市
場
開

　
　

拓
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
坂
井
農
林
総
合
事
務
所
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
同
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

　

○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
の
決

　
　

定
（
二
件
・
警
察
本
部
会
計
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

教
育
委
員
会
規
則

　

※

福
井
県
奨
学
育
英
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
高
校
教
育
課
）…

…
…
…
…

九

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

　

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
九
八
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七

　

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
（
九
九
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七

　

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
一
〇
〇
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
八

　

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
一
〇
一
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九

公
安
委
員
会
告
示

　

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
（
一
〇
一
・
生
活
安
全
企
画
課
）…

…
…
…
…
…
…
…

一
九
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告
　
　
　
　
　
示

令 和 ５ 年
9月5日（火）

種
別

映
画
悪
い
子
バ
ビ
ー

（
原
題
）
BA
D
 BO
Y
 BU
BBY

コ
ピ
ア
ポ
ア
・
フ
ィ
ル
ム

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
）

題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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公
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
３
６
４
号

　
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
１
年
法
律
第
１
７
号
）
第
７
条
第
１
項
お

よ
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
お
よ
び
指
定
解
除
し
た
の
で
、

同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
介
護
機
関

番
号

1871700348

介
護
通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

第
一
号
通
所
事
業

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

こ
も
れ
び
の
郷

JA
福
井
県
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

こ
も
れ
び
の
郷

JA
福
井
県
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
こ
も
れ
び
の
郷

令
和
5年
4月
1日

名
称

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

変
更
事
項

旧
新

名
称

変
更
年
月
日

番
号5360

366

367

291

加
茂

中
の
谷

旧
溜

吉
野
堺
第
２

（
仮
）
桜
谷
新

小
浜
市
加
茂

小
浜
市
飯
盛
（
法
海
）

鯖
江
市
西
大
井
町

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
吉
野
堺

丹
生
郡
越
前
町
桜
谷

令
和
5年
6月
5日

令
和
5年
6月
5日

令
和
5年
7月
24日

令
和
5年
7月
11日

令
和
4年
11月
11日

指
定
解
除

指
定
解
除

指
定

指
定

指
定
解
除

特
定
農
業
用

た
め
池
名
称

所
在
地

指
定
年
月
日

指
定
・
指
定

解
除
の
別

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
相
手
方
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
環
境
放
射
線
監
視
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
更
新
事
業
（
物
品
調
達
・
保
守
対
応
）
　

一
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
県
敦
賀
市
吉
河
３
７
号
１
番
地

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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令
和
５
年
７
月
１
１
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
日
立
製
作
所
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
７
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
１
５
９
，
５
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
環
境
放
射
線
監
視
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
更
新
事
業
（
シ
ス
テ
ム
構
築
・
運
用
保

守
）
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
県
敦
賀
市
吉
河
３
７
号
１
番
地

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
２
８
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
日
立
製
作
所
福
井
支
店

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
７
－
１

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
３
５
９
，
７
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
６
４
号
）
第
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

５
年
度
後
期
技
能
検
定
（
特
級
、
１
級
、
２
級
、
３
級
お
よ
び
単
一
等
級
）
を
実
施
す
る
の
で
、
職
業
能

力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
４
４
年
労
働
省
令
第
２
４
号
）
第
６
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
等
級
ご
と
の
実
施
検
定
職
種

⑴
　
特
級

　
特
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
（
令
和
５
年
１
０
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期

間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
実
施
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
非
接
触
除
去
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場

板
金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、

半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光
学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組

立
て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製

造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
お
よ
び
パ
ン
製
造

⑵
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
１
級
お
よ
び
２
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
に
実
施
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
も

の
と
し
、
当
該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
ま
た
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択
す
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
ま
た
は
右
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

さ
く
井

工
場
板
金

機
械
検
査

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

帆
布
製
品
製
造

菓
子
製
造

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管
型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防
水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

塗
装
工
業
包
装

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
施
工
法
お
よ
び
ロ
ー

タ
リ
ー
式
さ
く
井
施
工
法

機
械
板
金
加
工
法

な
し
な
し
な
し
な
し
な
し
な
し
な
し
和
菓
子
製
造
法

な
し
な
し
建
築
配
管
施
工
法

な
し
な
し
な
し
塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
施
工
法
お
よ
び
改
質

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
施
工
法

な
し
な
し
な
し
機
械
製
図
法

鋼
橋
塗
装
法

な
し

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
式
さ
く
井
工
事
作
業
お
よ
び
ロ
ー
タ

リ
ー
式
さ
く
井
工
事
作
業

機
械
板
金
作
業

な
し
な
し
な
し
な
し
な
し
な
し
な
し
和
菓
子
製
造
作
業

な
し
な
し
建
築
配
管
作
業

な
し
鉄
筋
施
工
図
作
成
作
業
お
よ
び
鉄
筋
組
立
て
作
業

な
し
塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作
業
お
よ
び
改
質
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
工
事
作
業

な
し
な
し
な
し
機
械
製
図
CA
D
作
業

鋼
橋
塗
装
作
業

な
し

⑶
　
３
級

　
３
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
に
実
施
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当

該
検
定
職
種
ご
と
の
学
科
試
験
ま
た
は
実
技
試
験
の
科
目
の
う
ち
受
検
者
が
選
択
す
る
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
ま
た
は
右
欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

検
定
職
種

学
科
試
験
の
選
択
科
目

実
技
試
験
の
選
択
科
目

機
械
加
工

機
械
検
査

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管
鉄
筋
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

旋
盤
加
工
法

な
し
な
し
な
し
な
し
建
築
配
管
施
工
法

な
し
な
し

普
通
旋
盤
作
業

な
し
な
し
な
し
な
し
建
築
配
管
作
業

鉄
筋
組
立
て
作
業

機
械
製
図
CA
D
作
業

ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日



⑷
　
単
一
等
級

単
一
等
級
の
検
定
職
種
の
う
ち
後
期
に
実
施
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

２
　
試
験
科
目

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験

３
　
手
数
料
、
実
施
期
日
お
よ
び
実
施
場
所
等

⑴
　
手
数
料

　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
１
２
年
福
井
県
条
例
第
２
号

）
で
定
め
る
金
額
と
す
る
。

⑵
　
実
施
期
日

ア
　
実
技
試
験

　
令
和
５
年
１
２
月
４
日
（
月
）
か
ら
令
和
６
年
２
月
１
１
日
（
日
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別
に

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
以
下
「
開
発
協
会
」
と
い
う
。
）
　
が
指
定
す
る
日
に
実
施
す
る
。

イ
　
学
科
試
験

　
等
級
お
よ
び
検
定
職
種
に
応
じ
次
の
期
日
に
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
１
の
表
に
お
い
て
選
択
科
目

を
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
択
科
目
に
係
る
学
科
試
験
に
限
る
。

ア
　
令
和
６
年
１
月
２
１
日
（
日
）

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
　
機
械
検
査
、
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
、
配
管
、
型
枠
施
工
お
よ
び
ガ
ラ
ス
施
工

ｂ
　
３
級

　
　
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
お
よ
び
配
管

イ
　
令
和
６
年
１
月
２
８
日
（
日
）

ａ
　
特
級

　
鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
非
接
触
除
去
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、

工
場
板
金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器

組
立
て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光
学
機
器
製
造

、
内
燃
機
関
組
立
て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供

服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
お
よ
び
パ
ン
製
造

ｂ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
さ
く
井
、
工
場
板
金
、
油
圧
装
置
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
防

水
施
工
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
お
よ
び
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

ｃ
　
３
級

　
　
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
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機
械
加
工

機
械
検
査

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管
鉄
筋
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

旋
盤
加
工
法

な
し
な
し
な
し
な
し
建
築
配
管
施
工
法

な
し
な
し

普
通
旋
盤
作
業

な
し
な
し
な
し
な
し
建
築
配
管
作
業

鉄
筋
組
立
て
作
業

機
械
製
図
CA
D
作
業

ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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ｄ
　
単
一
等
級

　
　
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

ウ
　
令
和
６
年
２
月
４
日
(日
)

ａ
　
１
級
お
よ
び
２
級

　
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施

工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
お
よ
び
工
業
包
装

ｂ
　
３
級

　
　
機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
お
よ
び
鉄
筋
施
工

⑶
　
実
施
場
所

　
　
実
技
試
験
お
よ
び
学
科
試
験
と
も
別
に
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

⑷
　
実
技
試
験
問
題
の
公
表

　
実
技
試
験
の
試
験
問
題
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
に
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る

。
（
た
だ
し
、
検
定
職
種
に
よ
っ
て
は
試
験
問
題
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
公
表
し
な
い
も
の
が
あ
る

。
）

４
　
受
検
申
請
の
手
続

⑴
　
提
出
書
類

ア
　
技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

イ
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
面

⑵
　
提
出
先

福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会

所
在
地
　
〒
９
１
０
－
０
０
０
３

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
県
職
員
会
館
ビ
ル
４
階

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
７
－
６
３
６
０

⑶
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
。
）

　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

５
　
手
数
料
の
納
付
方
法

　
実
技
試
験
の
手
数
料
お
よ
び
学
科
試
験
の
手
数
料
の
合
計
額
（
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
免
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
試
験
の
手
数
料
を
除
い
た
額
）
に
相
当
す

る
現
金
を
申
請
書
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
い
っ
た
ん
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

６
　
合
格
者
の
発
表
等

⑴
　
合
格
者
の
発
表

　
技
能
検
定
に
合
格
し
た
受
検
者
の
受
検
番
号
を
令
和
６
年
３
月
８
日
（
金
）
に
福
井
県
庁
１
階
に

掲
示
す
る
ほ
か
、
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

⑵
　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

　
実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
の
み
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
開
発
協
会
が
書
面

に
よ
り
通
知
す
る
。

⑶
　
技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

　
　
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
お
よ
び
技
能
士
章
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他

　
技
能
検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
福
井
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
０
７
７
６
－
２
７
－
６

３
６
０
）
ま
た
は
福
井
県
産
業
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
８
８
）
に
対

し
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
高
柳
店

　
　
福
井
県
福
井
市
高
柳
３
丁
目
２
２
０
１
番
　
ほ
か

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
　
青
木
　
宏
憲

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
４
月
１
０
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
５
２
８
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
５
２
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
１
５
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
６
１
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
７
．
４
㎡

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
９
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
翌
午
前
０
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
前
０
時
３
０
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
６
時
か
ら
午
後
１
０
時
ま
で

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
５
年
８
月
９
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
４
番
１
号
 

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
２
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
平
野
長
右
ェ
門
　
〃
　
三
国
町
嵩
36-8

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
西
尾
　
勝
治
　
　
〃
　
三
国
町
浜
地
32-25

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
朝
倉
　
邦
男
　
　
〃
　
　
城
6-5

監
　
事
　
谷
川
　
光
雄
　
　
〃
　
　
波
松
28-81

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
朝
倉
　
忠
司
　
　
〃
　
　
清
王
13-4

　
〃
　
　
伊
藤
　
和
弘
　
　
〃
　
　
指
中
16-16

　
〃
　
　
長
谷
川
利
三
　
　
〃
　
　
青
ノ
木
16-19

　
〃
　
　
平
田
　
哲
吾
　
　
〃
　
　
山
室
5-13

監
　
事
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
井
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
７
月
３
０
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
齊
藤
　
惠
治
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
26-10

　
〃
　
　
辻
　
冨
美
雄
　
　
〃
　
三
国
町
加
戸
56-13

　
〃
　
　
岡
崎
　
長
　
　
　
〃
　
三
国
町
覚
善
14-13

　
〃
　
　
増
田
　
郁
雄
　
　
〃
　
三
国
町
平
山
56-2

監
　
事
　
吉
本
　
和
博
　
　
〃
　
三
国
町
梶
23-5-1

理
　
事
　
辻
村
　
文
雄
　
あ
わ
ら
市
井
江
葭
19-32

　
〃
　
　
寺
下
　
堅
司
　
　
〃
　
　
二
面
14-82

　
〃
　
　
北
浦
　
博
憲
　
　
〃
　
　
北
潟
28-13-1

　
〃
　
　
加
藤
　
利
夫
　
　
〃
　
　
北
潟
128-15-2

　
〃
　
　
寺
﨑
　
清
視
　
　
〃
　
　
波
松
23-10

監
　
事
　
上
野
　
広
和
　
　
〃
　
　
番
堂
野
27-62

理
　
事
　
渡
邊
　
正
春
　
　
〃
　
　
菅
野
26-11

　
〃
　
　
出
口
　
茂
利
　
　
〃
　
　
山
十
楽
8-19-1

　
〃
　
　
佐
藤
　
清
美
　
　
〃
　
　
柿
原
42-23

　
〃
　
　
砂
谷
　
秀
信
　
　
〃
　
　
宮
谷
39-2

　
〃
　
　
永
岡
　
潤
一
　
　
〃
　
　
高
塚
7-23

監
　
事
　
橋
詰
　
直
弥
　
　
〃
　
　
細
呂
木
35-1-1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
Ｘ
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

　
　
福
井
県
福
井
市
大
願
寺
２
丁
目
９
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
５
０
，
５
３
３
，
５
６
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称

　
　
指
掌
紋
自
動
識
別
県
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
７
月
２
６
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

　
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
－
１

５
　
落
札
金
額

　
　
３
４
４
，
０
３
６
，
８
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
６
月
１
３
日
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福
井
県
奨
学
育
英
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
五
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
教
育
委
員
会

福
井
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

福
井
県
奨
学
育
英
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
井
県
奨
学
育
英
基
金
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
福
井
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教
育
委
員
会
規
則

改
正
後

改
正
前

　

（
奨
学
生
の
推
薦
）

第
五
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
が
出
願
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
実
情

を
調
査
し
、
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
の
上
、
前
条
第
一
項

の
願
書
に
奨
学
生
推
薦
調
書
（
様
式
第
五
号
の
二
ま
た
は
様
式
第
五
号
の
三
）
を
添
え
て
、
教
育
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３　

（
略
）

　

（
奨
学
生
の
推
薦
）

第
五
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
が
出
願
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
実
情

を
調
査
し
、
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
の
上
、
前
条
第
一
項

の
願
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３　

（
略
）
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様式第１号（第４条関係）
（予約採用用）

福　　　井　　　県　　　奨　　　学　　　生　　　願　　　書

貸付申込区分 修学奨学金

福井県教育委員会　様

　下記の記載事項に相違ありません。福井県奨学金を申し込みます。なお、万一記入すべき事項を故意に記入

せず、または虚偽の記入をしたことが判明したときは、貸付契約を破棄されても異議は唱えません。

学校名 （ 年 組）

年 月 ※ 卒業 ・ 卒業予定

フリガナ ※
本人氏名

TEL － －

生年月日 年　　　　月　　　　日生 希望する ・ 希望しない

連帯保証人

（保護者等） （続柄　：　本人の　　　　　　　　　　） TEL － －
収 入 ・ 売 上 金 額 所　　得　　金　　額

（税込） 万円 （税込） 万円

①

②

③

④

⑤

主に家計を支えている者、ひとりに○

同一人で２種類以上の所得がある場合には、２段等に記入

続柄 氏　　　名 ※設置者 ※　就　学　者　控　除 ※通学別 控除額 万円

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑦

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑧

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑨

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑩

　ア　本人の就学者控除 ⑪

　イ　母子・父子世帯 ⑫

　ウ　障害のある人がいる世帯 ⑬

　エ　主たる家計支持者が別居している世帯 ⑭

　オ　長期に療養を必要とする人のいる世帯 ⑮

　カ　火災・風水害または盗難などの被害を受けた世帯 ⑯

[⑦～⑯の計] 控除額合計　 ⑰

[⑥－⑰] 認定所得金額　 ⑱

世帯人員 人 収入基準額　 ⑲

（裏）

男
・
女

出
願
者
は
太
線
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

※
の
箇
所
は
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

。

同
　
一
　
生
　
計
　
の
　
家
　
族

学
校
認
定
欄

⑥

イ
　
就
学
者

（
本
人
除
く

）

所得の種類

 住　所

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

続柄

（表）

氏　　　　　名

ア
　
就
学
者
を
除
く
家
族

年齢

中学校

 住　所

※　自宅外月額を



　以前、福井県奨学生であった場合は、その学校 学校名 奨学生番号

　名・奨学生番号を記入 学校

　奨学金の貸与を希望するに至った家庭事情や、その他特に説明を要することを記入

（注）１ 　学校種類別の欄については、次表より該当する記号を○で囲んでください。

在　学　す　る　学　校　種　別 記号

　小学校または特別支援学校の小学部 小

　中学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の中学部 中

　高等学校、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部 高

　高等専門学校 高専

　大学（短期大学および大学院を含む。） 大学

　専修学校の高等課程 専高

　専修学校の専門課程 専専

２ 　通学別の欄については、学校種類別の欄の「小」または「中」以外のものを○で囲んだ者について該当するものを○で囲んでください。

学　校　担　当　者　氏　名

家
　
庭
　
事
　
情

進学志望校 ※ 国公 ・ 私立 学校名 学部学科・科名

　 この申込書に記入されている個人情報について
は、福井県の奨学金業務のためにのみ利用するも
のであって、その他の目的に使用することは一切
ありません。
   なお、不採用または採用取消になった場合、願
書は返却しません。

令和５年９月５日（火） 福井県報第 263 号11

様式第１号（第４条関係）
（予約採用用）

福　　　井　　　県　　　奨　　　学　　　生　　　願　　　書

貸付申込区分 修学奨学金

福井県教育委員会　様

　下記の記載事項に相違ありません。福井県奨学金を申し込みます。なお、万一記入すべき事項を故意に記入

せず、または虚偽の記入をしたことが判明したときは、貸付契約を破棄されても異議は唱えません。

学校名 （ 年 組）

年 月 ※ 卒業 ・ 卒業予定

フリガナ ※
本人氏名

TEL － －

生年月日 年　　　　月　　　　日生 希望する ・ 希望しない

連帯保証人

（保護者等） （続柄　：　本人の　　　　　　　　　　） TEL － －
収 入 ・ 売 上 金 額 所　　得　　金　　額

（税込） 万円 （税込） 万円

①

②

③

④

⑤

主に家計を支えている者、ひとりに○

同一人で２種類以上の所得がある場合には、２段等に記入

続柄 氏　　　名 ※設置者 ※　就　学　者　控　除 ※通学別 控除額 万円

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑦

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑧

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑨

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑩

　ア　本人の就学者控除 ⑪

　イ　母子・父子世帯 ⑫

　ウ　障害のある人がいる世帯 ⑬

　エ　主たる家計支持者が別居している世帯 ⑭

　オ　長期に療養を必要とする人のいる世帯 ⑮

　カ　火災・風水害または盗難などの被害を受けた世帯 ⑯

[⑦～⑯の計] 控除額合計　 ⑰

[⑥－⑰] 認定所得金額　 ⑱

世帯人員 人 収入基準額　 ⑲

（裏）

男
・
女

出
願
者
は
太
線
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

※
の
箇
所
は
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

。

同
　
一
　
生
　
計
　
の
　
家
　
族

学
校
認
定
欄

⑥

イ
　
就
学
者

（
本
人
除
く

）

所得の種類

 住　所

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

続柄

（表）

氏　　　　　名

ア
　
就
学
者
を
除
く
家
族

年齢

中学校

 住　所

※　自宅外月額を



様式第２号（第４条関係）

（在学採用用）

福　　　井　　　県　　　奨　　　学　　　生　　　願　　　書

※貸付申込区分 修学奨学金 ・ 通学奨学金

福井県教育委員会　様

　下記の記載事項に相違ありません。福井県奨学金を申し込みます。なお、万一記入すべき事項を故意に記入

せず、または虚偽の記入をしたことが判明したときは、貸付契約を破棄されても異議は唱えません。

学校名 高等学校 科 （ 年 組）

高等専門学校 （ 年４月第１学年入学）

フリガナ ※ 住　所
本人氏名

TEL － －

生年月日 年　　　　月　　　　日生 ※　自宅外月額を 希望する ・ 希望しない

住　所

（続柄　：　本人の　　　　　　　　　　） TEL － －
収 入 ・ 売 上 金 額 所　　得　　金　　額

（税込） 万円 （税込） 万円

①

②

③

④

⑤

主に家計を支えている者、ひとりに○

同一人で２種類以上の所得がある場合には、２段等に記入

続柄 氏　　　名 ※設置者 ※　就　学　者　控　除 ※通学別 控除額 万円

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑦

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑧

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑨

国公・私立 小・中・高・高専・専高・専専・大学 自宅・自宅外 ⑩

　ア　本人の就学者控除 ⑪

　イ　母子・父子世帯 ⑫

　ウ　障害のある人がいる世帯 ⑬

　エ　主たる家計支持者が別居している世帯 ⑭

　オ　長期に療養を必要とする人のいる世帯 ⑮

　カ　火災・風水害または盗難などの被害を受けた世帯 ⑯

[⑦～⑯の計] 控除額合計　 ⑰

[⑥－⑰] 認定所得金額　 ⑱

世帯人員 人 収入基準額　 ⑲

※
の
箇
所
は
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

。

学
校
認
定
欄

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

同
　
一
　
生
　
計
　
の
　
家
　
族

⑥

所得の種類続柄 氏　　　　　名 年齢

（表）

連帯保証人
（保護者等）

男
･
女

出
願
者
は
太
線
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

イ
　
就
学
者

（
本
人
除
く

）

ア
　
就
学
者
を
除
く
家
族
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（裏）

（注）１ 　学校種類別の欄については、次表より該当する記号を○で囲んでください。

在　学　す　る　学　校　種　別 記号

　小学校または特別支援学校の小学部 小

　中学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校の中学部 中

　高等学校、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部 高

　高等専門学校 高専

　大学（短期大学および大学院を含む。） 大学

　専修学校の高等課程 専高

　専修学校の専門課程 専専

（注）２ 　通学別の欄については、学校種類別の欄の「小」または「中」以外のものを○で囲んだ者に
ついて該当するものを○で囲んでください。

　以前、福井県奨学生であった場合は、その学校 学校名 奨学生番号

　名・奨学生番号を記入 学校

　奨学金の貸与を希望するに至った家庭事情や、その他特に説明を要することを記入

学　校　担　当　者　氏　名

月額

下車駅(停留所）
名

1

2

乗車駅(停留所）
名

　この申込書に記入されている個人情報については、福
井県の奨学金業務のためにのみ利用するものであって、
その他の目的に使用することは一切ありません。
　なお、不採用または採用取消になった場合、願書は返
却しません。

利用交通機関
名

家
　
庭
　
事
　
情

通学等の状況(通学奨学金の貸付けを申し込む場合）

3

4

定期券の額
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様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

様式第５号の２（第５条関係）

学校名 中学校 （ 年 組）

フリガナ
本人氏名

学習成績（５段階）の評定平均値 ． （注）学習成績の評定について文書による記述が可能な場合には、それに従って記述してください。

　特記すべきことを記入 所見記入者氏名

この生徒は、福井県奨学生として推薦基準に合致していると認め、推薦します。

年　　　　　　月　　　　　　　日

福井県教育委員会　　様 学　校　名

学校長氏名

所
　
　
　
　
見

奨　　　学　　　生　　　推　　　薦　　　調　　　書

令和５年９月５日（火） 福井県報第 263 号 14



様式第５号の３（第５条関係）

学校名 科 （ 年 組）

フリガナ
本人氏名

学習成績（５段階）の評定平均値 ． （注）学習成績の評定について文書による記述が可能な場合には、それに従って記述してください。

　特記すべきことを記入 所見記入者氏名

この生徒は、福井県奨学生として推薦基準に合致していると認め、推薦します。

年　　　　　　月　　　　　　　日

福井県教育委員会　　様 学　校　名

学校長氏名

高等学校
高等専門学校

奨　　　学　　　生　　　推　　　薦　　　調　　　書

所
　
　
　
　
見

令和５年９月５日（火） 福井県報第 263 号15



様
式
第
九
号
中

様
式
第
十
号
中

様
式
第
十
号
の
二
中

様
式
第
十
一
号
お
よ
び
様
式
第
十
一
号
の
二
中

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
福
井
県
奨
学
育
英
基
金
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

を　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
担
当
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

を

令
和
４
年

12月
31日

令
和
５
年

５
月
27日

令
和
５
年

６
月
８
日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
30日

令
和
５
年

７
月
６
日

令
和
５
年

７
月
９
日

令
和
５
年

７
月
17日

令
和
５
年

７
月
25日

畑
中
章
男
後
援
会

鯖
江
市
医
師
連
盟

福
井
県
建
設
業
協
会

政
治
連
盟

参
政
党
福
井
県
支
部

連
合
会

自
由
民
主
党
南
条
支

部自
由
民
主
党
福
井
県

遺
族
会
支
部

日
本
遺
族
政
治
連
盟

福
井
県
支
部

自
由
民
主
党
今
庄
支

部参
政
党
福
井
県
第
１

支
部

参
政
党
福
井
県
第
２

支
部
公
明
党
丹
南
総
支
部

自
由
民
主
党
福
井
県

港
運
支
部

畑
中
　
章
男

木
水
　
潔

山
本
　
厚

藤
本
　
一
希

熊
谷
　
良
彦

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

喜
村
　
喜
代
治

岩
佐
　
恵

中
村
　
裕
太

桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

畑
中
　
章
男

谷
川
　
一
志

山
本
　
厚

大
川
　
淳
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２熊
谷
　
良
彦

小
松
　
亜
佳
子

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

南
条
郡
南
越
前
町
久
喜
１

１
－
７

喜
村
　
喜
代
治

赤
澤
　
健
一

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２岩
佐
　
恵

小
林
　
航
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２越
前
市
国
府
２
－
３
－
１

５桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

井
上
　
豊

松
田
　
孝

藤
田
　
隆

坂
川
　
進

成
瀬
　
公
夫

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

井
上
　
利
治

熊
谷
　
良
彦

和
田
　
昭
十
四

和
田
　
昭
十
四

南
条
郡
南
越
前
町
合
波

２
２
－
２
７

秋
田
　
重
敏

喜
村
　
喜
代
治

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

藤
井
　
優
樹

竹
内
　
康
人

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

鯖
江
市
西
大
井
町
３
１

－
１
０
－
８

奥
村
　
義
則

藤
田
　
紀
雄

田
中
　
宏
文

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧

　
上
記
の
と
お
り
転
入
学
を
許
可
し
ま
し
た
の
で
、
引
き
続
き
奨
学
金
を
貸
し

付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
上
記
の
と
お
り
転
学
を
許
可
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
印

に
改
め
る
。

　
上
記
の
と
お
り
転
学
を
許
可
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名

　
上
記
の
と
お
り
転
入
学
を
許
可
し
ま
し
た
の
で
、
引
き
続
き
奨
学
金
を
貸
し

付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
担
当
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「

に
改
め
る
。

　
上
記
の
と
お
り
転
学
を
許
可
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名

　
上
記
の
と
お
り
転
入
学
を
許
可
し
ま
し
た
の
で
、
引
き
続
き
奨
学
金
を

給
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名

「

」

を

　
上
記
の
と
お
り
転
学
を
許
可
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
上
記
の
と
お
り
転
入
学
を
許
可
し
ま
し
た
の
で
、
引
き
続
き
奨
学
金
を

給
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印

「

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
を
　
　
学
校
長
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
担
当
者
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
９
８
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
９
９
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の

届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

届
　
出

年
月
日

令
和
５
年

７
月
19日

令
和
５
年

７
月
19日

西
行
茂
後
援
会

ふ
く
い
の
大
交
流
時
代
を

拓
く
会

野
坂
　
鐵
郎

西
行
　
茂

田
口
　
春
彦

田
口
　
春
彦

福
井
市
中
央
１
－
６
－
２
６

福
井
市
中
央
１
－
６
－
２
６

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

令
和
４
年

12月
31日

令
和
５
年

５
月
27日

令
和
５
年

６
月
８
日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
30日

令
和
５
年

７
月
６
日

令
和
５
年

７
月
９
日

令
和
５
年

７
月
17日

令
和
５
年

７
月
25日

畑
中
章
男
後
援
会

鯖
江
市
医
師
連
盟

福
井
県
建
設
業
協
会

政
治
連
盟

参
政
党
福
井
県
支
部

連
合
会

自
由
民
主
党
南
条
支

部自
由
民
主
党
福
井
県

遺
族
会
支
部

日
本
遺
族
政
治
連
盟

福
井
県
支
部

自
由
民
主
党
今
庄
支

部参
政
党
福
井
県
第
１

支
部

参
政
党
福
井
県
第
２

支
部
公
明
党
丹
南
総
支
部

自
由
民
主
党
福
井
県

港
運
支
部

畑
中
　
章
男

木
水
　
潔

山
本
　
厚

藤
本
　
一
希

熊
谷
　
良
彦

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

喜
村
　
喜
代
治

岩
佐
　
恵

中
村
　
裕
太

桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

畑
中
　
章
男

谷
川
　
一
志

山
本
　
厚

大
川
　
淳
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２熊
谷
　
良
彦

小
松
　
亜
佳
子

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

南
条
郡
南
越
前
町
久
喜
１

１
－
７

喜
村
　
喜
代
治

赤
澤
　
健
一

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２岩
佐
　
恵

小
林
　
航
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２越
前
市
国
府
２
－
３
－
１

５桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

井
上
　
豊

松
田
　
孝

藤
田
　
隆

坂
川
　
進

成
瀬
　
公
夫

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

井
上
　
利
治

熊
谷
　
良
彦

和
田
　
昭
十
四

和
田
　
昭
十
四

南
条
郡
南
越
前
町
合
波

２
２
－
２
７

秋
田
　
重
敏

喜
村
　
喜
代
治

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

藤
井
　
優
樹

竹
内
　
康
人

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

鯖
江
市
西
大
井
町
３
１

－
１
０
－
８

奥
村
　
義
則

藤
田
　
紀
雄

田
中
　
宏
文

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

異
　
動

年
月
日

政
治
団
体
の
名
称

異
 動
 事
 項

代
表
者
の
氏
名

異
　
動
　
内
　
容

新
旧
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福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
０
０
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
４
年

12月
31日

令
和
５
年

５
月
27日

令
和
５
年

６
月
８
日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
30日

令
和
５
年

７
月
６
日

令
和
５
年

７
月
９
日

令
和
５
年

７
月
17日

令
和
５
年

７
月
25日

畑
中
章
男
後
援
会

鯖
江
市
医
師
連
盟

福
井
県
建
設
業
協
会

政
治
連
盟

参
政
党
福
井
県
支
部

連
合
会

自
由
民
主
党
南
条
支

部自
由
民
主
党
福
井
県

遺
族
会
支
部

日
本
遺
族
政
治
連
盟

福
井
県
支
部

自
由
民
主
党
今
庄
支

部参
政
党
福
井
県
第
１

支
部

参
政
党
福
井
県
第
２

支
部
公
明
党
丹
南
総
支
部

自
由
民
主
党
福
井
県

港
運
支
部

畑
中
　
章
男

木
水
　
潔

山
本
　
厚

藤
本
　
一
希

熊
谷
　
良
彦

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

喜
村
　
喜
代
治

岩
佐
　
恵

中
村
　
裕
太

桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

畑
中
　
章
男

谷
川
　
一
志

山
本
　
厚

大
川
　
淳
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２熊
谷
　
良
彦

小
松
　
亜
佳
子

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

南
条
郡
南
越
前
町
久
喜
１

１
－
７

喜
村
　
喜
代
治

赤
澤
　
健
一

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２岩
佐
　
恵

小
林
　
航
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２越
前
市
国
府
２
－
３
－
１

５桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

井
上
　
豊

松
田
　
孝

藤
田
　
隆

坂
川
　
進

成
瀬
　
公
夫

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

井
上
　
利
治

熊
谷
　
良
彦

和
田
　
昭
十
四

和
田
　
昭
十
四

南
条
郡
南
越
前
町
合
波

２
２
－
２
７

秋
田
　
重
敏

喜
村
　
喜
代
治

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

藤
井
　
優
樹

竹
内
　
康
人

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

鯖
江
市
西
大
井
町
３
１

－
１
０
－
８

奥
村
　
義
則

藤
田
　
紀
雄

田
中
　
宏
文

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者
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令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
０
１
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
９
４
号
）
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理

団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１
０
１
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
新
規
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５
８
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
２
号
）
第
６
条
に
基
づ
く
法
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

講
習
（
以
下
「
追
加
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
９
月
５
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
講
習
の
種
別
、
実
施
期
間
お
よ
び
定
員

公
安
委
員
会
告
示

令
和
４
年

12月
31日

令
和
５
年

５
月
27日

令
和
５
年

６
月
８
日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
24日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
27日

令
和
５
年

６
月
30日

令
和
５
年

７
月
６
日

令
和
５
年

７
月
９
日

令
和
５
年

７
月
17日

令
和
５
年

７
月
25日

畑
中
章
男
後
援
会

鯖
江
市
医
師
連
盟

福
井
県
建
設
業
協
会

政
治
連
盟

参
政
党
福
井
県
支
部

連
合
会

自
由
民
主
党
南
条
支

部自
由
民
主
党
福
井
県

遺
族
会
支
部

日
本
遺
族
政
治
連
盟

福
井
県
支
部

自
由
民
主
党
今
庄
支

部参
政
党
福
井
県
第
１

支
部

参
政
党
福
井
県
第
２

支
部
公
明
党
丹
南
総
支
部

自
由
民
主
党
福
井
県

港
運
支
部

畑
中
　
章
男

木
水
　
潔

山
本
　
厚

藤
本
　
一
希

熊
谷
　
良
彦

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

喜
村
　
喜
代
治

岩
佐
　
恵

中
村
　
裕
太

桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

畑
中
　
章
男

谷
川
　
一
志

山
本
　
厚

大
川
　
淳
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２熊
谷
　
良
彦

小
松
　
亜
佳
子

宮
内
　
欣
也

宮
内
　
欣
也

南
条
郡
南
越
前
町
久
喜
１

１
－
７

喜
村
　
喜
代
治

赤
澤
　
健
一

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２岩
佐
　
恵

小
林
　
航
一
郎

福
井
市
田
原
２
－
３
３
－

２越
前
市
国
府
２
－
３
－
１

５桶
谷
　
耕
一

田
中
　
宏
文

井
上
　
豊

松
田
　
孝

藤
田
　
隆

坂
川
　
進

成
瀬
　
公
夫

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

井
上
　
利
治

熊
谷
　
良
彦

和
田
　
昭
十
四

和
田
　
昭
十
四

南
条
郡
南
越
前
町
合
波

２
２
－
２
７

秋
田
　
重
敏

喜
村
　
喜
代
治

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

藤
井
　
優
樹

竹
内
　
康
人

福
井
市
二
の
宮
４
－
２

３
－
１
４

鯖
江
市
西
大
井
町
３
１

－
１
０
－
８

奥
村
　
義
則

藤
田
　
紀
雄

田
中
　
宏
文

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

解
散
年
月
日

令
和
５
年
２
月
20日

令
和
５
年
７
月
18日

畑
中
章
男
後
援
会

は
や
し
け
い
こ
後
援
会

畑
中
　
章
男

和
田
　
博
克

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

令
和
５
年

７
月
12日

西
行
　
茂

福
井
市
長

福
井
市
中
央
１
－
６
－
２
６

ふ
く
い
の
大
交

流
時
代
を
拓
く

会

指
　
定

年
月
日
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を

し
た
者
（
代
表
者
）の
氏
名

資
金
管
理
団
体

の
　
名
　
称

届
出
を
し
た
者
に

係
る
公
職
の
種
類

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

２
　
実
施
場
所

　
　
福
井
市
成
和
１
丁
目
１
４
２
４
番
地
　
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス
第
三
ビ
ル

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
対
象
者

　
　
受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
⑴
　
３
号
警
備
業
務

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
３
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号
。
以

下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（

以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
３
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い

る
者

エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

６
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項

に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と

い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
 る
２
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
当
該
検
定
に
合
格

し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
３
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
３
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

資
格
者
証
ま
た
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い
う

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規

定
す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規

定
す
る
警
備
業
務

令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
（
火
）
か
ら

令
和
５
年
１
０
月
１
７
日
（
火
）
ま
で

令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
か
ら

令
和
５
年
１
０
月
１
７
日
（
火
）
ま
で

令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
（
火
）
か
ら

令
和
５
年
１
０
月
１
６
日
（
月
）
ま
で

令
和
５
年
１
０
月
１
３
日
（
金
）
か
ら

令
和
５
年
１
０
月
１
６
日
（
月
）
ま
で

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

２
０
名

２
０
名

講
習
の
種
別

実
施
期
間

定
員

令和５年９月５日（火） 福井県報第 263 号19



。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
ア
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
⑵
　
４
号
警
備
業
務

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
最
近
５
年
間
に
４
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
４
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
資
格
者
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
最
近
５
年

間
に
４
号
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

４
　
受
講
申
込
み
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
令
和
５
年
９
月
１
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
９
月
２
０
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時

ま
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
。
定
員

に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
　
　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背

景
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

　
１
通

　
　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習
の
受
講
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
イ
　
３
号
警
備
業
務

　
　
　
ア
　
３
⑴
ア
ア
に
該
当
す
る
者

ａ
　
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（

以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
３
⑴
ア
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
当
該
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
３
⑴
ア
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
当
該
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
エ
　
３
⑴
ア
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
当
該
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
オ
　
３
⑴
ア
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
当
該
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
ウ
　
４
号
警
備
業
務

　
　
　
ア
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
履
歴
書
　
１
通

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
３
号
警
備
業
務

　
　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
　
３
８
，
０
０
０
円

　
　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
　
１
４
，
０
０
０
円

　
　
イ
　
４
号
警
備
業
務

　
　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
  　
　
３
４
，
０
０
０
円

　
　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
　
１
０
，
０
０
０
円

　
　
　
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

５
　
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

課
（
係
）

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
　
　
本
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了
考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認

め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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